
（平成２２年６月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 25 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 23 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜国民年金 事案 806 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 47年７月から 51 年 12 月までの国民年金

保険料については、免除されていたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 53年５月まで 

    Ａ町役場（現在は、Ｂ市役所）から国民年金の加入勧奨があり、同町役場

で手続をしたが、当時生活が大変だったため、同町役場の窓口で相談したと

ころ免除申請を勧められ、夫婦二人の免除申請を行った。その後は、私が毎

年夫の免除申請と一緒に手続をしたはずである。私だけ免除期間とされてい

ないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、婚姻（昭和 47 年８月）以前から、その夫と同居し、夫の加入手

続及び免除申請についても、申立人が行ったと述べており、申立人が提出した

当時の郵便物からも、婚姻以前から同居していたことが確認できる。 

また、申立人は、「夫については、私より１年ほど前にＡ町役場から、加入

の案内が届き、私が手続に出向いた。」と述べており、申立人の夫は、昭和 46

年３月にＣ市からＡ町に住民票を異動し、その夫の国民年金手帳記号番号が同

年５月ごろに払い出されていることから、同町役場において、国民年金の加入

勧奨が行われていたことが推認できるところ、申立人は、婚姻を契機に 47 年

７月に住民票を同町に異動しており、申立人に対しても、この時期に国民年金

の加入勧奨があったと考えても不自然ではない。 

さらに、申立人は、申立期間当時生活が大変で、給食費や保育園費を免除し

てもらっていたと供述しているところ、申立期間について、申立人の夫は厚生

年金保険加入期間を除き免除期間とされていることから、生活が苦しい中、免

除申請を行ったとする申立人が夫婦二人分の免除申請を同時に行わなかった

とは考え難い。 

加えて、オンライン記録で、申立人の夫は、国民年金に加入した昭和 46年

度については未納とされているが、Ａ町の被保険者名簿では、申請免除とさ

れ記録不備が認められることから、申立人についても当時記録管理が適切に

行われていなかった可能性も推認できる。 



しかしながら、申立期間のうち、昭和 52 年１月から 53 年５月までの期間

については、申立人の夫は、厚生年金保険に加入しており、申立人は任意加

入となることから、免除申請は行えず、その上、申立人自身も任意加入手続

をした記憶は無いとしているなど、当該期間については、免除されていたも

のとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 47 年７月から 51 年 12 月までの国民年金保険料を免除されていたものと認

められる。 

 



岐阜国民年金 事案 807 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年 10 月から 62 年１月までの期間、同年５月及び同年６月

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 40年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 10月から 62 年１月まで 

             ② 昭和 62年５月及び同年６月 

    昭和 63 年７月に実家に戻ったころ、母親が私と妹の国民年金加入手続を

一緒にした。役場に分割で納付したい旨相談し、母親が妹の保険料と併せて

Ａ銀行Ｂ支店で納付した。私だけ未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間について国民年金保険料をす

べて納付しているとともに、申立期間は６か月と短期間である。 

   また、申立人の国民年金に加入した経緯及び加入手続後の納付状況について

の説明は具体的で明確である上、国民年金保険料の納付を行った金融機関がそ

の当時存在していることが確認できるなど、申立内容に不自然な点は見受けら

れない。 

さらに、申立人の供述どおり、申立人及びその妹の国民年金手帳記号番号の

払出しが昭和 63 年７月であることが確認できることから、その時点では、申

立期間はさかのぼって納付することが可能である。 

加えて、申立人及びその妹の国民年金加入手続及び保険料納付を行ったとす

るその母親は、９か月の免除期間を除き、国民年金加入期間はすべての保険料

を納付済みであることから、国民年金保険料の納付意欲と年金制度に係る知識

は高かったものと考えられ、申立期間前後の保険料が納付済みであることから

も、申立期間の保険料のみ未納とすることは考え難く、一緒に納付したとする

申立人の妹もさかのぼって 20 歳から納付済みであることから、申立人の母親

が申立期間の保険料を納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 806 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年６月１日から 21年３月７日まで 

昭和 14 年 12 月にＡ社Ｂ工場に入社し、17 年 12 月に召集され休職した。

23 年６月 19 日に脱退手当金が支給されたとのことだが、終戦後、同年 10

月に帰国しており、受給はあり得ないので、支給記録を取り消し、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金については、昭和 23年６月 19日に支給決定されたと

記録されているが、申立人は、「終戦後２か月ほどたってから、Ｃ地に滞在し、

昭和 23年 10月に帰国した」と陳述しているところ、厚生労働省社会・援護局

が保管している「乗船者名簿」には、申立人がＤ市に上陸したのは 24 年 11

月５日で、在留年数６年 11 月と記録されており、脱退手当金の支給決定時に

は日本国内にいなかったと認められることから、脱退手当金の請求に本人の意

思が反映されていなかったことが確認できる。 

また、申立人の除籍謄本から、利害関係人による失踪宣告はなされていない

ことが認められることから、利害関係人が申立人の脱退手当金を請求及び受領

することは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



岐阜厚生年金 事案 807 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

資格取得日に係る記録を昭和 47年７月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を６万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 47年７月 21日から同年８月 20日まで 

         Ａ社に勤務し同社Ｄ工場から同社Ｃ工場に転勤になったのに、昭和 47 年

７月 21 日から同年８月 20 日までの厚生年金保険の加入記録が抜けている。

Ｂ社作成の在職証明書及び経歴書の記載のとおり、Ａ社に継続して勤務して

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社が作成した在職証明書及び申立人に係る経歴書か

ら判断すると、申立人は、Ａ社において継続して勤務し（昭和 47 年７月 21

日にＡ社Ｄ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 47年８月の記録から、６万 8,000

円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ｂ社は納付したと回答しているが、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 



岐阜厚生年金 事案 808～826（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を〈標準賞与額〉（別紙一覧表参照）とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別紙一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年７月９日 

    Ａ病院から支給された平成 16 年７月の賞与の記録について、事業所から

の届出が遅れたため、厚生年金保険法第 75 条該当期間になっている。賞与

から厚生年金保険料を控除されていたので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ病院が保管する賞与一覧表から、申立人は、申立期間において〈標準賞与

額〉（別紙一覧表参照）の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の保険料について、納入の

告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

 (注)  同一事業主に係る同種の案件 19件（別添一覧表参照） 

 

 



[標準賞与額相違用]

1　/　1

別添

事案
番号

基礎年金番号 氏名 性別 生年 住所

808 女 昭和30年生 50万 円 

809 男 昭和53年生 40万 円 

810 女 昭和28年生 36万 円 

811 女 昭和29年生 45万 円 

812 男 昭和48年生 50万 円 

813 女 昭和30年生 46万 円 

814 男 昭和48年生 46万 円 

815 男 昭和46年生 50万 円 

816 男 昭和45年生 52万 円 

817 男 昭和37年生 64万 円 

818 男 昭和52年生 ８万 円

819 男 昭和53年生 41万 円 

820 女 昭和41年生 46万 円 

821 女 昭和52年生 38万 円 

822 女 昭和49年生 43万 円 

823 女 昭和50年生 38万 円 

824 女 昭和53年生 36万 円 

825 男 昭和44年生 55万 円 

826 女 昭和56年生 31万 円 

標準賞与額

一　　　　　　　　　　覧　　　　　　　　　　表



岐阜厚生年金 事案 827 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 40 年７月６日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２

万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年５月１日から同年７月６日まで 

私は、家庭の事情により昭和40年３月31日付けで退職を申し入れしたが、

後任への引き継ぎのため同年４月１日以降もＡ社で勤務していた。その後、

労働組合から同年７月１日に夏期賞与が支給されるため、もらってから退職

した方がいいとのアドバイスがあり、同年７月１日に夏期賞与が支給される

まで同社で勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事原簿において、昭和 40 年７月５日に退職した旨の

記載が確認できることから、申立人は、申立期間においてＡ社で継続して勤務

していたことが認められる。 

また、申立人は、Ａ社において内勤者として勤務していたところ、Ｂ社は、

「内勤者は、正社員として勤務していた。正社員であれば、退職するまで保険

料を給与から控除していた。」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額は、申立人のＡ社における昭和 40 年４月の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、２万 4,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、社会保険に関する資料は無く不明と回答しており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる



を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 828 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係

る記録を昭和 39年 11月 19日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を２万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ工場（現在は、Ｄ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 41年１月 30日、資格喪失日に係る記録を同年６月

20日とし、当該期間の標準報酬月額を２万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 11月 19日から同年 12月 18日まで 

               ② 昭和 41年１月 30日から同年６月 20日まで 

    Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険被保険者期間に数か所の空白が有る。

勤務中各地に転勤はしたが、昭和 37年３月から継続して勤務しているので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、事業主から提出された申立人に係る在職証明書及び

社員カード並びに同僚の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務

し（昭和 39年 11月 19日にＡ社本社から同社Ｂ工場へ異動）、当該期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 39年 12月におけ

る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 2,000円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答している上、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②についても、事業主から提出された申立人に係る在職証明

書及び社員カード並びに同僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ社に継続し

て勤務し（昭和 41年１月 30日に、Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動し、同年

６月 20日に、同社同工場から同社本社に異動）、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、同期入社の同僚のＡ社における

当該期間の標準報酬月額から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、資格

の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記

録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資

格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 41 年１月から同年５月までの保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

 

 



岐阜国民年金 事案 808 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 12 月から 51 年３月までの期間、同年 11 月から 52 年６

月までの期間及び55年４月から57年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年 12月から 51 年３月まで 

             ② 昭和 51年 11月から 52年６月まで 

             ③ 昭和 55年４月から 57年３月まで 

    申立期間①及び②については、昭和 50年か 54年ごろに、夫婦で国民年金

に加入し、保険料をさかのぼって一括で支払った。また、申立期間③につい

ては、57年ごろに２年分をさかのぼって納付した。まとめて納付したのは、

その２回である。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い上、申立人は、国民年金の加入手続やさかのぼって

納付した時期、金額についての記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人と一緒に納付したと

するその夫も申立人と同様に申立期間は未納期間であることから、申立期間に

ついて納付をうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立期間について、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形

跡も見当たらない。 

さらに、申立人が国民年金加入時にまとめて納付したと主張する時期（昭和

50年か 54年ごろ）は、第２回、第３回の特例納付実施期間内であり、申立期

間①及び②の国民年金保険料をさかのぼって一括納付することは可能である

が、申立人は、夫婦併せて 50 万円から 60 万円ほどを納付したと述べており、

第２回特例納付又は第３回特例納付で申立期間の国民年金保険料を納付した

と仮定しても、申立人の主張する金額では、実際の保険料額と大きく乖離
か い り

する。 

加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付したのは２回

だけと述べているが、特殊台帳によると、申立期間②直後の昭和 52 年７月か

ら 53 年３月までの期間の国民年金保険料が 54 年９月 13 日に、申立期間③直



後の昭和 57年度及び 58年度の国民年金保険料が 59年７月 30日に過年度納付

された記録が認められることから、申立人の主張には不合理な点が見受けられ

る。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



岐阜国民年金 事案 809 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 11 月から 52 年６月までの期間及び 55 年４月から 57 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 11月から 52 年６月まで 

             ② 昭和 55年４月から 57年３月まで 

    申立期間①については、妻が昭和 50 年か 54年ごろに、夫婦一緒に国民年

金の加入手続をし、保険料をさかのぼって一括で支払った。また、申立期間

②については、妻が 57年ごろに２年分をさかのぼって納付した。まとめて

納付したのは、その２回である。申立期間が未納となっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)が無い上、申立人の妻は、国民年金の加入手続やさか

のぼって納付した時期、金額についての記憶が曖昧
あいまい

であり、夫婦併せて納付し

たとするその妻についても、申立人と同様に申立期間は未納期間であることか

ら、申立期間について納付をうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立期間について、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形

跡も見当たらない。 

さらに、申立人の妻が国民年金加入時にまとめて納付したと主張する時期

（昭和 50 年か 54 年ごろ）は、第２回、第３回の特例納付実施期間内であり、

申立期間①の国民年金保険料をさかのぼって一括納付することは可能である

が、申立人の妻は、夫婦併せて 50万円から 60万円ほどを納付したと述べてお

り、第２回特例納付又は第３回特例納付で申立期間の国民年金保険料を納付し

たと仮定しても、申立人の妻の主張する金額では、実際の保険料額と大きく

乖離
か い り

する。 

加えて、申立人の妻は、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付したのは

２回だけと述べているが、特殊台帳によると、申立期間①直後の昭和 52 年７



月から 53 年３月までの期間の国民年金保険料が 54 年９月 13 日に、申立期間

②直後の昭和 57年度及び 58年度の国民年金保険料が 59年７月 30日に過年度

納付された記録が認められることから、申立人の妻の主張には不合理な点が見

受けられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜国民年金 事案 810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年４月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 46年３月まで 

Ａ市Ｂ町に転居する２、３年前（昭和 41 年ごろ）に、当時住んでいた同

市Ｃ町の広報会長に過去の保険料を一括納付できる制度があることを聞き、

国民年金に加入し、夫婦同じ年数になるように義母がさかのぼって納付した。

その後は夫と一緒に納付していたが、生活が苦しく支払が滞ることがあった

ため、同市Ｂ町に転居した後に再度まとめて納付した。申立期間が未納とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 41 年ごろに加入手続をしたと述べているが、申立人の国民年

金手帳記号番号は 50年 11月に払い出され、その際に 35年 10月１日が資格取

得日とされていること、及び申立期間当時、申立人について別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことか

ら、50年 11月ごろに加入手続をしたものとみられ、それまで、申立人に対し

てＡ市による国民年金保険料の徴収は無かったものと考えられる。 

また、申立期間直後の昭和46年４月から50年３月までの国民年金保険料は、

国民年金手帳記号番号が払い出された直後の同年 12 月に第２回特例納付及び

過年度納付により一括納付されており、これにより 60 歳到達月の前月までの

保険料納付可能期間が国民年金受給権確保に必要な 25 年を満たすことになる

ことから、申立人の義母が、国民年金受給権確保のために必要な納付可能期間

を考慮して、前述の期間の保険料を特例納付及び過年度納付したものとも考え

られる。 

さらに、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとするその義母は既に

死亡しており、申立人及びその夫も当時の記憶が曖昧
あいまい

であるため、当時の状況

が不明であり、申立人の義母が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家



計簿、確定申告書等）も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜国民年金 事案 811 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年４月から 61 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 38年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年 12 月まで 

    昭和 59 年末ごろに、区役所から書類が届き、加入手続をした。国民年金

保険料は郵送されてきた納付書により郵便局か銀行で納付した。申立期間が

未加入となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、申立人に聴取しても申立内容が変遷するなど申立期間当

時の記憶が曖昧
あいまい

であるため、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不

明である。 

また、申立人は、昭和 59 年末ごろに、区役所から書類が届き、加入手続を

し、郵送されてきた納付書により郵便局か銀行で一括納付したと主張している

ところ、オンライン記録では、基礎年金番号（厚生年金保険手帳記号番号と同

じ。）が付番されているのみで、国民年金手帳記号番号が払い出された記録は

確認できないことから、申立人が主張する時点では、申立期間は未加入期間で

あったと推認でき、申立人に対して納付書が発行されていたとは考え難く、申

立期間の保険料は納付することができなかったと考えられる。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続の際、年金手帳は受け取っていない

ほか、厚生年金保険被保険者となった際、国民年金の資格喪失手続を行ってい

ないと述べるなど申立内容が不自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した事実を裏付ける関係

人の証言も得られないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを推認できないほか、納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



岐阜国民年金 事案 812 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年 11 月から 51 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 11月から 51年１月まで 

昭和 49年 10月に会社を退職した後、時期は覚えていないが、夫が私の国

民年金の加入手続をした。51年２月 26日に国民年金に加入したことになっ

ているが、このころに加入手続をした覚えが無い。申立期間が未加入とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い上、申立人及びその夫から聴取しても、申立期間当

時の記憶が曖昧
あいまい

であり、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明で

ある。 

また、申立人は、昭和 51 年２月ごろに国民年金の加入手続を行った記憶は

無いとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は同年３月ごろに払い

出されており、同年２月 26 日が資格取得日となっている上、Ａ市の被保険者

名簿にも当該日に加入手続が行われたことが推認できる日付印が押されてい

ることから、申立人の国民年金加入手続は当該時期に行われたものと考えられ、

申立期間は未加入期間であり、Ａ市から申立人に対して、国民年金保険料の徴

収は無かったものと考えられる。 

さらに、国民年金保険料納付状況について、関係人の証言も得られないこと

から、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを推認できない

ほか、申立人は現在所持している１冊の年金手帳（三制度共通。昭和 49 年以

降に発行）以外に交付を受けたことが無いと述べており、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜厚生年金 事案 829 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年３月から同年 12月１日まで 

② 昭和 36年 11月 30日から 37年６月まで 

③ 昭和 37年６月から 40年７月まで 

申立期間①及び②については、中学卒業後、昭和 32年３月から 37年６月

までＡ市のＢ社へ住み込みで勤務したのに、厚生年金保険被保険者期間が

32年 12月から 36 年 11 月 30日までとされている。 

申立期間③については、Ｂ社退職後の昭和 37 年 6月から 40年７月までＣ

市に住む姉の紹介で、姉の家の近所にあったＤ社へ住み込みで勤務した。従

業員は自分一人で、社長と奥さんの３人で縫製仕事をしたが、厚生年金保険

被保険者としての記録が無い。 

これらの期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②においてＢ社で勤務していたと述べている。 

申立期間①について、オンライン記録により、Ｂ社は昭和 32年 12月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっていることから、当該期間は適用事業所でな

かったことが確認できる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿では、申立人を含む４人の

従業員のＢ社での資格取得年月日は、いずれも昭和 32年 12月１日となってい

る。 

申立期間②について、Ｂ社は昭和 38年９月 26日に厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、事業主は既に死亡していることから、申立人の当該期

間に係る勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

また、当該期間において中学卒業と同時にＢ社に住み込みで勤務した同僚は、

「自分は昭和 37 年４月ごろ入社した。当時住み込みの部屋は一つであり、申

立人と寝起きした記憶は無い。」と供述している。 

さらに、当時の同僚は、「自分の資格喪失に関する記録には、間違いは無い。」

と供述している。 



加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の資格喪失

日は昭和 36年 11月 30日と記入されており、オンライン記録と一致している。 

申立期間③について、申立人は、当該期間においてＣ社で勤務していたと述

べている。 

しかしながら、オンライン記録から、Ｃ社は、厚生年金保険の適用事業所と

なっていることが確認できない上、申立人は当該事業所の従業員は自分一人で

あったと述べていることから、当該事業所は常時５人以上の従業員を使用する

ものという当時の厚生年金保険強制適用事業所の要件を満たしていなかった

と推認できる。 

また、Ｃ社は既に廃業しており、Ｃ社を紹介したという申立人の姉及び申立

人は、当該事業所の事業主の氏名を記憶していないことから、申立人の当該期

間に係る勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人がすべての申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 830 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間②及び③に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 35年９月 26日から 38年９月３日まで 

             ③ 昭和 38年 10月１日から 41年８月 25日まで 

中学校を卒業し、昭和 35 年４月からＡ社に勤めたが厚生年金保険加入記

録が無いので、同事業所に勤めていた申立期間①を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。また、その後のＢ社、Ｃ営業所に勤めた申立期間②

及び③については、脱退手当金が支給されていることになっているが、受給

していないので、脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、同僚の証言から、期間は特定できないが、Ａ社に勤

務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録により、Ａ社は、昭和 36 年６月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間①は適用事業所ではない期間で

あることが確認できる。 

また、当時、Ａ社の経理担当者であった事業主の妻は、「社会保険加入前に

は、給料から保険料を控除していなかった。」と供述している。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

一方、申立期間②及び③については、申立人のＣ営業所に係る健康保険厚生

年金保険被保険者原票には、Ｂ社の厚生年金保険被保険者期間を含めて、脱退

手当金が支給されたことを示す「脱」表示がある上、申立期間の脱退手当金は

支給額に計算上の誤りは無く、資格喪失日から４か月後に支給されているなど、



一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から事情を聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、当該

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 831 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年５月 21日から 54 年６月 28日まで 

    昭和 48年５月に入社してから 54年６月に退職するまで、Ａ社で勤務して

いたが、厚生年金保険の標準報酬月額は、実際にもらっていた給料より低く

記録されており、事業所が正しく届出を行っていないと思われるため、訂正

を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の厚生年金保険被保険者原票によると、申立人と同時期に入社し、申立

人と同じ職種であった複数の同僚の標準報酬月額は、申立人と同額又はほぼ同

額であり、申立人の標準報酬月額のみが同僚の取扱いと異なり低額であるとい

う事情は見当たらない上、当該複数の同僚は、自分の標準報酬月額は正しく記

録されていると供述している。 

また、Ｂ健康保険組合に保管されているＡ社に係る健康保険被保険者名簿か

ら、申立人の標準報酬月額は、オンライン記録と一致していることが確認でき

る。 

   さらに、Ａ社は廃業しており、元事業主は当時の資料を所持していない。 

加えて、申立人は、申立期間にその主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細

書等の資料を所持しておらず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。    



岐阜厚生年金 事案 832 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 31年 10月 21日から 32 年４月１日まで 

         昭和 31年３月から 32年 10月までＡ社Ｂ事業所で蚕業指導員として蚕業

農家を春と秋に巡回指導した。冬季は同事業所において煮繭した蚕を女子従

業員のところへ運搬する仕事や、２月ごろからは近隣農業協同組合を訪問し

蚕の共同飼育の指導をした。寮ではＣ氏と同室だった。申立期間について厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が寮で同室であったとする同僚及び元上司の「申立人は申立期間にお

いて臨時従業員として繭の運搬作業をしていた。」との供述から、申立人が、

申立期間において、Ａ社Ｂ事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社Ｂ事業所に蚕業指導員として同期入社した同僚は、「蚕

業指導員は養蚕農家が稼働している春から晩秋までの期間従業員であった。雇

用期間が満了した冬季の間は、会社の紹介で他の事業所で働いていた。」と供

述しているところ、申立人と同日の昭和 31年 10 月 21 日に被保険者資格を喪

失している 16 人のうち９人は、申立期間に他の事業所で厚生年金保険被保険

者資格を取得していることが確認できる。 

また、申立人と同様に蚕業指導員として勤務し、冬季の間は臨時従業員で

あったとする同僚は、申立期間にＡ社Ｂ事業所において厚生年金保険の被保険

者となっていない。 

さらに、申立人のＡ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及

び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録は、オンライン記録と一致して

いる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。    



岐阜厚生年金 事案 833 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年５月 22日から 35 年１月１日まで 

    昭和 33 年４月に結婚しＡ社には継続勤務していたが、出産準備のため退

職した。退職後は家事従事、育児等で生活していた。同社入社以来、年金に

加入していたかどうかも知らずにいたところ、厚生年金保険被保険者記録を

調べてもらうと、申立期間が脱退手当金支給済記録になっていることが分

かったが、脱退手当金を請求したことも、受領したことも無いので、脱退手

当金支給済記録を取り消し、厚生年金保険対象期間として認めてほしい。  

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金の支給額

に誤りは無い上、厚生年金保険被保険者台帳には、昭和 36年６月 27日に脱退

手当金算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省(当時)から当該脱退

手当金を裁定した裁定庁へ回答したことが記録されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 834 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： 昭和 21年７月 16日から 22 年４月 10日まで 

    昭和 21 年６月中旬ごろ、私はＡ県Ｂ部Ｃ課のＤ氏から紹介されて、同年

７月 16 日にＥ連合会に就職した。家庭の事情で 22 年４月 10 日に退職した

が、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ県Ｆ部Ｇ課（当時）が作成した「勤務記録カード」から、申立人は、申立

期間において、Ｅ連合会に勤務していたことが推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録及び日本年金機構Ｈ年金事務所の回答から、

Ｅ連合会は、厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）から、申立人が、Ｅ連

合会において被保険者となった記録は見当たらない上、申立人が名前を挙げた

複数の役員についても、当該事業所で被保険者資格を取得していないことが確

認できる。 

さらに、Ｅ連合会は商業登記がなされていない上、申立人は、「昭和 25年ご

ろ、当該事業所は解散している。」と供述していることから、当該事業所の代

表者を確認することができない。 

加えて、申立人が名前を挙げた二人の同僚は既に亡くなっていることから、

Ｅ連合会における厚生年金保険料の控除についての証言を得ることもできな

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 835 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月１日から同年７月１日まで 

    私は、昭和 43 年４月に大学（夜間）に入学し、生活するため昼間はＡ社

で働いていた。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同時期に入社した同僚の供述から、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社において、申立期間に勤務していた複数の同僚は、入社

日から３か月ないし半年遅れて厚生年金保険の資格を取得している旨の供述

をしている。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人の氏名は

無く、整理番号は連番となっており欠番も無い。 

さらに、上記の被保険者原票により、申立人と同時期に入社した同僚も申立

期間の厚生年金保険の加入記録は確認できないことから、Ａ社では、入社と同

時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

   加えて、申立期間当時の事業主は死亡しており、Ａ社も既に廃業しているた

め、当時の資料が残っておらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の

控除について確認することできない。 

このほか、申立期間における雇用保険の記録は無く、厚生年金保険料の控除

について確認できる関係資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 836 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： 昭和 26年５月 14日から 27 年５月 31日まで 

 私は、昭和 26 年５月 14 日にＡ市Ｂ部へ臨時職員として就職し、27 年５

月 30 日まで勤務した。女性事務員に厚生年金保険被保険者証を提出するよ

うに言われたので、それまで勤務していた事業所にもらいに行き、退職した

時に返還されて転職先の事業所に提出したことを覚えている。60 歳の年金

裁定請求の時には、裁定請求書の職歴欄にＡ市Ｂ部勤務についても記載した

ので、当然厚生年金保険に加入しているものと信じていた。申立期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市Ｂ部での勤務状況についての申立人の説明が具体的、かつ、詳細である

ことから、期間は特定できないものの、申立人が同市Ｂ部で勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、オンライン記録及び健康保険厚生年金保険事業所名簿では、

Ａ市Ｂ部及びＡ市役所については、申立期間当時、いずれも厚生年金保険の適

用事業所となった記録は確認できない。 

また、Ａ市役所は、「臨時職員の人事記録は無く、昭和 37年＊月＊日にＡ市

職員共済組合発足前は条例年金であったが、臨時職員は加入できなかった。当

時、Ｂ部の臨時職員に係る厚生年金保険の適用については不明である。」と回

答している。 

さらに、申立人は当時の上司、同僚については姓しか覚えておらず、これら

の者から申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除についての証言を

得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 837 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年８月 20日から 31年１月１日まで 

              （Ａ社） 

             ② 昭和 32年 11月２日から 36 年 10月１日まで 

              （Ｂ社Ｃ工場） 

Ａ社の厚生年金保険加入期間について調べたところ、Ｂ社Ｃ工場の厚生年

金保険加入期間と併せて、昭和 36 年 12 月 14 日に脱退手当金支給済みとの

回答を受けたが、受給していないので脱退手当金の支給記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、裁定庁から

の照会に対して回答した記録がある上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算

上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か

月後の昭和 36 年 12 月 14 日に支給決定されており、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

また、Ｂ社Ｃ工場において、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した

昭和 36年 10月１日の前後２年間に資格喪失した同僚のうち、脱退手当金の受

給資格がある被保険者 34名を調査したところ、このうち 19名に脱退手当金の

支給記録が確認できる上、全員が資格喪失日から約２か月以内に脱退手当金の

支給決定がなされていることを踏まえると、申立人についても、その委任に基

づき、事業主による代理請求がなされた可能性がうかがえる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 838（事案 388の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ：  大正 15年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年 11月９日から 23 年 11月 30日まで 

    平成 21年９月 17日付け、岐阜厚生年金事案 388で非あっせんとなったが、

納得できない。Ａ社（現在は、Ｂ社）には、昭和 23年 11月ごろまで勤務し

ており、退職後すぐに自動車運転免許を取得した。新たな資料として自動車

運転免許証の写しを提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、連絡がついた 27 名の同僚からは、申立

人の勤務実態について証言が得られないこと、及びＢ社は、資料を保存してお

らず、当時の事情は不明と回答していることから、申立期間に係る厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情が無いとして、既に当委員

会の決定に基づき、平成 21年９月 17日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

申立人は、今回の申立てにおいて、Ａ社を退職後すぐに自動車運転免許を取

得したとして、昭和 24年５月 24日交付の自動車運転免許証の写しを提出した

が、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その

ほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

 

 


